別記様式第２－１号別添（別記１－２別記様式第２－１号関係）
スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業
都道府県スマート農業ビジョン

	都道府県名
	岐阜県


	策定：
	令和８年３月１０日



	変更：
	




１ 目的
	令和２年（2020年）から30年後（2050年） には、本県人口は今よりも61万人も少ない137万人になると予測されている。
また、令和12年には、令和２年比で農業経営体が約50％となり、耕作面積が35％減少するおそれがある。
こうした状況を踏まえ、ほ場の準備から収穫までのあらゆる段階でスマート農業技術を体系的に導入する取組を推進するとともに、スマート農業技術の省力化効果を最大限引き出すため、直播やデータに基づく管理など、新たな生産方式への転換を推進する。




２ 基本方針
	作物名
	スマート農業の推進方針

	土地利用型作物
	労働生産性の向上及び需要に応じた安定的な生産のため、自動化農機やドローンを活用した直播栽培による作期の分散や、平坦地、中山間地域それぞれの特色を活かしたスマート農業技術等の一貫体系化、ほ場の大区画化の推進等を図る。
また、栽培管理システムから得られるデータを産地内で共有することによる適期作業時期の決定とそれを実施するための機械化体系への転換など、労働生産性や品質の向上を図る。


	野菜・花き
	労働生産性の向上のため、ほ場・施設環境モニタリング機器や高度環境制御機器、ＡＩなどを活用した生育・出荷予測技術などの活用を図るほか、ロボット収穫機や運搬車、防除機などの導入に適した生産方式への転換を図るとともに作業の省力化・最適化に必要なスマート農業機械等を導入する。
また、環境モニタリング機器やアメダスデータ等を活用した各種生育障害の回避や、栽培管理システムから得られるデータを産地内で共有・分析などデータに基づく生産方式への転換、機械化一貫体系の導入と機械利用効率を高めるための動線の確保等の栽培体系等の導入を推進する。


	果樹
	労働生産性の向上のため、農業用ドローンを活用した防除作業の効率化や、自動追従運搬車や草刈りロボットの導入による軽労化を推進するほか、省力栽培に適した樹形や園地改造、園内作業道の整備を推進する。
また、栽培管理システム等から得られるデータを産地内で共有することによる適期作業時期の決定とそれを実施するための機械化体系への転換など、労働生産性や品質の向上を図る。

	茶
	労働生産性の向上のため、無人摘採機などの省力化技術の導入を促進するほか、テータ連携茶園管理機や環境モニタリング機器等の導入とデータに基づく栽培管理の最適化等により労働負担の軽減を図る。




３ 本事業の推進・指導及び管内の地域協議会等が作成する産地スマート計画及び取組主体事業計画の審査等の方針・体制
	（１）推進・指導方針
本事業の効果的な実施に向け、県（本庁（農政課、農業経営課、農産園芸課）、農業改良普及センター）、市町村、地域協議会等が連携し、取組主体を推進・指導する。

（２）産地スマート計画・取組主体事業計画の審査方針
取組主体事業計画に係る審査は、地域協議会及び地域協議会の構成員である市町村に属する補助事業に精通した者を中心に実施し、交付等要綱、実施要領、スマート農業技術活用促進法及び本ビジョンに基づき、本事業の趣旨に即した計画となっているかを審査する。
産地スマート計画（取組主体事業計画を含む）に係る審査は、県本庁農政課が主体となって実施し、必要に応じて本庁農業経営課や事業実施地区を管轄する農業改良普及センターと連携することとする。

（３）スマート技術高度利用計画の審査方針
スマート技術高度利用計画に係る審査は、県本庁農政課が主体となって実施し、必要に応じて本庁農業経営課や事業実施地区を管轄する農業改良普及センターと連携することとする。




４ 取組要件
	対象作物
	取組要件

	基本方針に掲げる作物 

	１ 対象機械
（１）農業機械の導入、リース導入
農業機械の導入にあたっては、適正な能力及び台数を決定するものとする。

（２）簡易な基盤整備
畔取り、改植等の簡易な基盤整備にあたっては、農林水産省土地改良工事積算基準等を参考に必要な資材、歩掛等を決定するものとする。

２ 取組要件
スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうち、スマート農業技術体系への包括的転換加速化総合対策事業実施要領（令和８年１月14日付け農林水産省農産局長通知。以下「実施要領）という。）の要件及び本ビジョンの２の方針を満たす取組とする。

３ 対象者
実施要領（別記１―２）第10の要件を満たす者とする。




５ 取組内容及び対象経費等の確認方法
	取組内容及び対象経費を確認するため、以下の書類を提出させることとする。
１ 計画申請時
（１） 産地スマート計画及び取組主体計画又はスマート技術高度利用計画
機械導入計画書又は機械リース計画書
資機材導入計画書（簡易な基盤整備を実施する場合等）
（２） 添付書類（取組主体毎に添付）
①見積書
②規模決定根拠（利用計画含む）
③カタログ（機械の能力がわかるもの）
④導入する機械にかかる費用対効果分析（根拠資料を含む）
⑤その他岐阜県農政部長が必要と認める資料

２ 実績報告時
（１） 産地スマート計画（実績報告書）及び取組主体計画（実績報告書）又はスマート技術高度利用計画（実績報告書）
（２） 添付書類（取組主体毎に添付）
①リース契約書の写し（リースの場合）
②導入機械の写真
③入札又は見積合わせ関係書類の写し
④発注書（又は契約書）の写し
⑤納品書の写し（保証書等の写しを含む）
⑥請求書の写し
⑥その他岐阜県農政部長が必要と認める資料

上記書類については、導入する農業機械の減価償却期間が終了するまで保管することとする。




６　取組主体助成金の交付方法
	・産地スマート農業計画に基づく取組主体への助成金は、岐阜県補助金等交付規則、岐阜県農業振興補助金交付要綱の規定に基づき、市町村を通じて支払いを行う。
・スマート技術高度利用計画に基づく取組主体への助成金は、岐阜県補助金等交付規則、岐阜県農業振興補助金交付要綱の規定に基づき、県から直接支払いを行う。
・産地スマート農業計画又はスマート技術高度利用計画の何れの場合についても、農業機械等をリース導入する場合又は、受益範囲が複数の市町村に係る場合は、県からリース事業者等又は助成対象者へ直接助成金の支払いを行うことができるものとする。




７　事業実施に当たっての取組主体に対する条件
	以下の内容を含む「取組主体に対して事業実施前に周知すべき重要事項」を別途作成する。
・契約に当たっての条件（一般競争入札等）
・財産処分の制限
・助成金の返納（事業要件を満たさないことが判明した場合）
・助成金の仕入れに係る消費税等相当額の返納
・財産の管理等
・取組主体事業計画の評価




８ その他
	・本実施方針のほか、実施要領及び関係法令等を遵守すること。 




　

